
 

 

 

 
 
 
 









































 

基準条例【義務付け】 

事業者は、火災・風水害・地震等の非常災害の種類ごとに具体的な計画を定め、関係機関へ

の通報体制及び関係機関との連携体制を整備し、これらを従業者に定期的に周知するととも

に、これに基づく避難、救出等の訓練を定期的に行わなければならない。 

 

 衛生管理等 

ア 入所者の使用する食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努

め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行う

こと。 

イ 感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の措置を講じること。 

a 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ

電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね 3月に 1回以上開

催するとともに、その結果について介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 

b 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。 

c 介護職員その他の従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のため

の研修を定期的(年 2 回以上)に実施するとともに、新規採用時には必ず感染対策研

修を実施すること。 

また、研修の実施内容についても記録することが必要である。 

※調理や清掃などの業務を委託する場合には、委託を受けて行う者に対しても、施
設の指針が周知されるようにする必要がある 

d 感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に行うこと。 

平時から、実際に感染症が発生した場合を想定し、発生時の対応について、訓練 
(シミュレ-ション)を定期的(年 2 回以上)に行うことが必要である。訓練においては、
感染症発生時において迅速に行動できるよう、発生時の対応を定めた指針及び研修
内容に基づき、事業所内の役割分担の確認や、感染対策をした上でのケアの演習な
どを実施するものとする。 

e 別に厚生労働大臣が定める「感染症又は食中毒が疑われる際の対処等に関する手順
(平成 18年 3月 31日厚生労働省告示第 268号)」に沿った対応を行うこと。 

㉜ 協力医療機関等 

 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の病状の急変等に備えるため、あらかじ

め、次の各号に掲げる要件を満たす協力医療機関 (第三号の要件を満たす協力医療機関

にあっては、病院に限る。) を定めておかなければならない。ただし、複数の医療機関

を協力医療機関として定めることにより当該各号の要件を満たすこととしても差し支え

ない。 

 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、 
常時確保していること。 
当該指定地域密着型介護老人福祉施設からの診療の求めがあった場合において診療を
行う体制を、 常時確保していること。 

 入所者の病状が急変した場合等において、 当該指定地域密着型介護老人福祉施設の

医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、 入院を要すると認めら 
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那珂川市高齢者支援課まで報告すること。 









 

那珂川市高齢者支援課に提出すること。 




















































































































































